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財源不足下でも待機児童解消と弱者支援が 

両立可能な保育制度改革～制度設計と 

マイクロ・シミュレーション＊

鈴木 亘

要旨

本稿では，現在，改革論議が大詰めを迎えている保育制度改革について，経済学の観点から
問題点を整理し，財源不足下でも待機児童解消と弱者支援を両立できる改革案を提案した。厚
生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会が2009年２月に発表した第１次報告（「社会保
障審議会少子化対策特別部会第１次報告－次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向
けて－」）は，「保育に欠ける」要件の見直し，直接契約方式導入など，保育制度の歴史的転換
点となる仕組みが取り入れられた。しかしながら，保育所の供給増を図る対策に関して具体性
に欠け，需給調整の仕組みが欠落するなど，制度設計上，致命的な問題点を抱えている。
これに対して，本稿が示した改革案は，①「新認証保育所」による供給増，②原則価格自由

化による需給調整，③利用者への直接補助による弱者対策，応能負担の維持を提案しており，
少子化部会・第１次報告を補う現実的な改革案と考えられる。また，100万人の保育所利用者
増を骨子とする「新待機児童ゼロ作戦」を達成するための公費財源は，厚生労働省が想定する
認可保育所による供給増では，毎年約１兆４千億円の金額が必要と見込まれるが，本改革案で
は，ほぼその半額の7000億円程度で実行することができる。50万人の保育利用者増であれば，
１千億円強の公費財源で達成可能である。本稿は，こうした公費を含めた具体的な改革後の姿
を，未就学児童を持つ大規模家庭データを元にした，マイクロ・シミュレーションによって試
算した。
今後の数年間のわが国の状況を考えると，人口減少・労働力減少が急速に進む中で，「団塊
世代」が大量に年金受給者となるために，社会保障財政が益々逼迫してゆくことになる。また，
少子化対策のターゲットであった「団塊ジュニア」と呼ばれる人口層が出産可能年齢を過ぎよ
うとしている。こうした状況下で，急ぎ少子化対策・女性労働力増を進めようとするのであれ

＊） 本研究で述べた意見は筆者個人のものであり，筆者が専門委員を務める規制改革会議を代表するものでは
ない。なお，本研究は，文部科学省科学研究費補助金・特別推進研究（研究代表者：高山憲之，研究課題：
『世代間問題の経済分析』）及び基盤研究Ｂ（研究代表者：八代尚宏，研究課題：『婚姻の行動モデル解明と
少子化対策としての婚姻推進政策のあり方に関する実証的研究』）の助成を受けた。
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ば，「財源が無ければ何も改革しない」という従来の方針を改め，財源が少なくても直ぐに実
行可能な対策を立案すべきである。

１．はじめに

わが国の少子化・人口減少が止まらない。2008年の出生数は109.2万人と，1970年代の半分
のレベルにまで落ち込んでおり，総人口も既に2005年から減少局面に入っている。今後，坂道
を転がるように加速する人口減少は，わが国の経済成長率を大幅に低下させるとともに，負担
の支え手を失わせることによって，年金，医療保険を初めとした社会保障・社会福祉財政を危
機的状況に追いやる。この「今，目の前にある危機」を防ぐ為には，少子化を一刻も早く食い
止めると伴に，人口減少の影響を緩和させるべく全員参加社会を実現し，特に女性の労働力率
を高めてゆくことが必要である。その対策の中心となるのが，女性が安心して子供を産み，働
き続けられるための社会基盤である「保育制度改革」にあることは，言を待たない。
わが国の現行の保育制度は，需要量に対して供給量が圧倒的に不足しているという構造的問

題を抱えている。厚生労働省によれば，2009年４月の待機児童数は２万5,384人と急増してい
るが，これでも，実は氷山のほんの一角に過ぎない。不足する認可保育所に入ることを諦め，
認可外保育所に入所している児童数は全国で約18万人（全国保育団体連絡会・保育研究所編
（2007）），また，働きたいのに保育所不足から働くこと自体を諦めている潜在的待機者は，首
都圏（１都３県）だけでも，24万人（内閣府（2003））から27万人程度（周・大石（2003,2005），
Zhou and Oishi（2005））と推計されている。政府試算によれば，全国的には，100万人程度の
供給不足が存在するとみられる（「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議（2007））。
こうした状況を受けて，政府は2008年２月に「新待機児童ゼロ作戦」を策定し，10年後まで
に約100万人の保育サービス利用児童を増加させるという目標を打ち出した。また，新時代に
対応した保育制度のあり方を検討するために，2008年３月には，厚生労働省の社会保障審議会
に少子化対策特別部会（以下，少子化部会）が設けられた。この少子化部会は，「経済財政改
革の基本方針2008」が，「保育サービスの規制改革について平成20年内に結論を得る」と期限
を区切ったため，短期間に，実に精力的な検討を行うことを余儀なくされた。立場の異なる有
識者やほとんどの保育関係団体を巻き込んだ難しい調整の場であったが，ようやく2009年２月
になり，「社会保障審議会少子化対策特別部会第１次報告－次世代育成支援のための新たな制
度体系の設計に向けて－」（以下，第１次報告）が取りまとめられるに至った。今後，この第
１次報告を元に，さらに，詳細な制度設計が詰められていく予定であるが，わが国の旧態依然
とした保育制度が大きくその方向性を変えようとしている，まさに歴史的転換点と位置づけら
れる内容である。ただし，保育サービス市場の制度設計として，致命的な問題点もいくつか抱
えている。
本稿は，次節（２節）において，まず，この少子化部会・第１次報告の内容を簡単に説明し，
その評価と問題点の指摘を行なう。３節では，第１次報告の問題点を補う改革案として，筆者
が提案する現実的な改革案を説明する。その内容は，少子化部会・第１次報告を代替するもの
というよりも，多分に補完する要素が強く，第１次報告を現実的かつスピーディーにした案と
いえるだろう。４節，５節は，その本改革案を実現するための財政的・経済的試算とその詳細
を説明する。６節は結語である。
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２．少子化特別部会第１次報告とその問題点

（１）現行制度とその問題点
現行制度の特徴とその背景
少子化部会・第１次報告の概要を，現行制度（及び本改革案）と比較したものが表１，表２

である。
経済学的な観点からみた現行の保育制度の問題点は，鈴木（2008a）に詳しいが，一言で言
えば，人為的に低く固定された保育料と，その副作用として起きる「超過需要」がすべての問
題の出発点である。すなわち，現行の認可保育所の保育料は，応能負担として所得に応じて負
担額が変わるが，全体として，市場で決まる均衡価格（均衡保育料）に比べて著しく低く設定
されている。このため，巨大な超過需要が存在し，それが待機児童や潜在的待機児童となって
いるのである。これに対して，近年は，2001年に策定された「待機児童ゼロ作戦」など，認可
保育所の供給量を増やす方向でその解消を図ろうとする対策が行なわれているが，待機児童数
は思うように減少しない1）。この理由は，八代（2000）が指摘したように，待機児童の定義が
入所申請を行った人々に限られているからであり，実際にはその何十倍もの入所申請を諦めて
いる人々（潜在的待機児童）が存在しているのである。認可保育所を多少増加させても，潜在
的待機児童が待機児童として顕現化するだけであり，待機児童数は呼び水のように減少しな
い。
この圧倒的な需要量に対して，認可保育所の少ない供給量に割り当てる需給調整の方式とし

て機能したのが，「保育に欠ける」要件2）である。これは，保育所利用を申請するための資格
として，保育昼間の就業を常態とする等の条件を定めたもので，第一段階として，この条件に
合わない需要を排除する。具体的には，正社員を優遇し，近年増加した非正規労働者や，短時
間労働者，不定期労働者，母子家庭などを排除してしまいやすい傾向にある。
保育に欠ける要件を満たす人々の中から，さらに需要量を絞って割当をする場合には，保育

に欠ける度合いを市町村の保育審査会が判断し，利用者を決定する仕組みとなっている。こう
した割当制度は，利用希望者が直接，認可保育所に入所申請してはコントロール不能になるた
め，市町村が一括して利用申請の受付を行い，割当を決定する必要がある。また，保育料の徴
収も，応能負担としているため，世帯所得という個人情報を知ることが出来ない個別の保育所
が，徴収業務を行なうことが出来ない。そのため，市町村が保育料を徴収し，公費補助（保育
単価 +地方単独補助）を加えた運営費を直接，市町村が認可保育所に機関補助するという仕
組みとならざるを得ないのである。このように，市町村が過度に介入する保育サービス市場の
特徴は，人為的に低く設定された応能負担保育料から，いわば派生したものなのである。

1） 2008年，2009年は，景気急落による影響もあり，再び急増している。
2） 児童福祉法施行令第27条では，保育に欠ける要件として，①昼間の就労を常態としていること，②妊娠中

または出産後間もないこと，③病気・ケガ，または心身の障害があること，④同居の親族を介護している
こと，⑤災害の復旧にあたっていることなどを定めており，児童福祉法第24条によって，保育所は，こう
した「保育に欠ける児童」について，保護者に代わって保育する児童福祉施設と位置づけられている。
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現行制度の問題点
この市町村が過度に介入した仕組みは旧態依然とした配給制度である「措置」そのものであ

り，様々な副作用が生じている。第一に，認可保育所と利用者が直接契約や保育料納入で結ば
れていないために，公立保育所における特別保育事業（延長保育，休日保育）の実施率の低さ
や，０歳児定員が少なさといった例からもわかるように，認可保育所は利用者の利便性を高め
る努力を怠り勝ちである。むしろ，運営費を給付する市町村ばかりを向いた経営を行なうので
ある。
第二に，保育料は保育所に直接支払うものではないために，利用者は保育料をサービスの対

価と認識せず，近年，深刻化しているような保育料未納問題が生じる。
第三に，超過需要があり，市町村が自動的に利用者を運んでくるシステムでは，認可保育所

には競争や経営努力の必要が存在せず，公立保育所の人件費の高さからも分かるように，「レ
ント」として高コスト構造が構築されてゆく。また，認可保育所は保育所単位の独立王国であ
るから，ガバナンスも働きにくい。しかも，高コスト構造であっても，それが負担として保育
料に反映される仕組みではないため，利用者も不満を持たず，高コスト構造にさらに拍車がか
かる。
第四に，高コスト構造に伴い公費補助が多額に及んでいるために，自治体も限られた財源の

中で簡単に供給量を増やすことができない。多種多様な主体が保育分野に参入するための規制
緩和がなかなか進まない背景には，認可保育所には多額の公費が掛かり，実質的な参入規制を
しておかないと財政的に困るという国や自治体の事情も影響しているのである。
こうした副作用の結果，認可保育所に入所できた人々は，非常に安価な保育料ですみ，その

裏側として非常に手厚い補助金が投入される。一方で，たまたま認可保育所に入所できず，認
可外保育所に入所した人々は，高価な保育料を支払い，補助金の恩恵にもほとんどあずかれな
いという著しい格差が生じる。保育所の質も，多額の公費補助を受けている認可保育所が高い
のは当然であり，認可外保育所入所者は，「質が低いのに保育料が高い」として不満が高まる。
このような認可保育所の保育料ダンピング，官業の民業圧迫があるため，質の高い認可外保育
所がなかなか育たない。また，補助金を給付していない認可外保育所には指導・監督の目がな
かなか行き届かず，ベビーホテルなどの劣悪な施設が実質的に野放しになるという問題も生じ
ている。

（２）少子化特別部会第１次報告の概要と問題点
需要面の改革
こうした保育制度の現状に対する反省から，少子化部会・第１次報告は，まず，時代の要請

に合わなくなった「保育に欠ける」要件を撤廃し，保育を必要とする全ての人々が例外なく保
育が受けられる権利を持つことが認められた。また，その権利を明確化するため，保育を必要
とする全ての人々には，市町村が発行する「認定証明書」が与えられるという。
また，利用者が希望する保育所を選び，「直接契約」を行なうことが決まった。これにより，
保育所と利用者の関係が現状よりも正常な関係に近くなることが期待されるが，残念ながら，
保育料支払いも利用者が直接，保育所に行なうことになるかどうかという点は検討中である。
実際問題として，第１次報告では，現状と同じ応能負担の保育料を徴収することになっている
ため，先に述べたように，所得を把握できない保育所が徴収事務をすることは難しいと思われ
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表１ 現行制度，少子化部会・第１次報告，本改革案の比較１（需要側に関する項目）
現行制度 少子化部会・第１次報告 本改革案

①利用申請の仕組み （認可保育所）自治体に
申請。
（認可外）利用者が各保
育所に直接契約。

利用者が各保育所に直接
契約。

利用者が各保育所に直接
契約。

②利用者の基準 （認可保育所）保育に欠
ける要件を満たす者。
（認可外）何も無し。

保育に欠ける要件は撤
廃。自治体が必要度を判
断して認定証明書を発行
し，「例外ない保育保障」
を目指す。

特に無し。保育を必要と
する人全てが自由に保育
所を選択可能。ただし，
直接補助受け取りは，勤
労が条件。

③保育料の支払方法 （認可保育所）利用者は
自治体に支払う。運営費
（保育料 +公費補助）は
自治体から各保育所へ。
（認可外保育所）契約し
た保育所に利用者が直接
支払う。

徴収主体は未定。自治体
が各保育所への運営費
（公費補助金 +保育料）
の支払い義務を負う。

各保育所に利用者が支払
う。未納者は，自治体と
協議して対処。

④保育料の価格設定 （認可保育所）自治体ご
との基準で，応能負担保
育料（所得に応じた保育
料）を設定。
（認可外保育所）保育所
ごとにサービス水準等に
応じて設定（応益負担）。

固定価格。保育所に支払
われる児童あたりの保育
の費用価格（公費補助金
+保育料）を公定する。
利用者の応能保育料は，
国の基準を元に自治体が
設定。

一定の上限を設けた上
で，自由価格。保育料の
価格設定は，各保育所ご
とに行なうことが出来る
応益負担保育料。ただし，
利用者の応能的負担軽減
は，直接補助を通じて行
なわれる。

⑤需給調整の仕組み （認可保育所）割当。保
育に欠ける度合いの高い
ものから，自治体ごとの
保育審査会が決定する。
（認可外保育所）価格を
通じた市場メカニズムに
よる需給調整。

認定証明書を発行された
者の中から，どのように
割り当てられるのかは全
く不明。

価格を通じた市場メカニ
ズムによる需給調整。需
要超過（待機児童）が生
ずれば，価格がシグナル
となり供給量増加が促進
される。

⑥弱者対策1：低所
得者対策

（認可保育所）応能負担
保育料を通じた配慮。
（認可外保育所）原則と
して何も無し。一部の自
治体に独自補助あり。

応能負担保育料を通じた
配慮。

直接補助を通じて，低所
得者に手厚く対処。直接
補助を含めた実際の利用
者負担は，応能負担とな
る。

⑦弱者対策2：児童
虐待，DV，母子等
の対策

（認可保育所）市自治体
による措置や優先入所。
母子は，優先度合いに，
自治体による差異があ
る。
（認可外保育所）原則と
して何も無し。

国，自治体の基準により
保育対象範囲を判断し，
応諾義務を課す。

国，自治体の基準により
保育対象範囲を判断し，
応諾義務を課した上で，
その費用負担も直接，自
治体から保育所に支払
う。費用支払いにより，
保育所の隠れた受入れ拒
否の動機も防ぐ。

⑧弱者対策3：障害
児対策

（認可保育所）優先度合
いに，自治体による差異
がある。
（認可外保育所）原則と
して何も無し。

同上。 同上。
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表２ 現行制度，少子化部会・第１次報告，本改革案の比較２（供給側に関する項目）
現行制度 少子化部会・第１次報告 本改革案

⑨供給者の基準 （認可保育所）国の最低
基準を満たした保育所を
都道府県が認定。
（認可外保育所）国の基
準を下回ることが可能。自
治体の補助金が出るもの
は，自治体等の独自基準。

客観的基準（最低基準）
により判断し，指定する
（指定制）。
指定された保育所を，保
育費用支払いの対象とす
る。ただし，指定する主
体がどこになるかは不明。

最低基準を上回る保育所
を認定もしくは認証し，
補助金の支給対象とす
る。最低基準は，現行の
東京都の認証保育所と同
等の基準。

⑩参入規制，競争条
件の整備

（認可保育所）制度上は
参入規制は無いが，種々
の規制により実質的には
公立と社会福祉法人以外
は参入困難。施設整備費，
税制などで社会福祉法人
には優遇措置あり，イ
コールフッティングでは
ない。

現状と特に変わり無し。
施設整備費 (減価償却
費 )については，介護保
険と同様に，運営費に上
乗せる方式を検討（ただ
し，社会福祉法人の特性
考慮）。

参入規制は無し。全ての
多種多様な提供主体が自
由に参入可能。施設整備
費，税制，会計基準，運
営費の使途制限等の全て
の競争条件を均等化（イ
コールフッティング）する。
突然の撤退の無いよう
に，自己資本比率規制を
課す。また，万が一の場
合の近隣ネットワークを
整備。

⑪補助金の投入方法 （認可保育所）運営費を
機関補助。社会福祉法人
には，施設整備費などの
補助もある。
（認可外保育所）原則と
して無し。自治体の補助
金が出るものもある。利
用者への直接補助をする
自治体もある。

公費補助を含む運営費
は，自治体が支払い義務
を負う。
認可外保育所の最低基準
到達に向けての財政支援
を検討。

低所得者を含む利用者負
担を応能化するための直
接補助を利用者に給付。
公費補助は，利用者補助
の考えに基づく代理受領
として，自治体から各保
育所に支払う。
そのほか，認可保育所の
運営費が高い分の差額機
関補助や障害児分の機関
補助。

⑫自治体の役割・義
務

（認可保育所）保育利用
の申請受付。保育料徴収。
保育審査会実施・決定
（割当事務）。応能保育料
水準決定。運営費支払い。
指導監督等。

認定証明書の交付。認定
者や待機児童数の公表。
公的保育の提供体制確保
責務（供給量を整備，指
導監督，研修実施）。利
用支援責務（利用調整，
契約支援）。運営費の支
払い責務。応能保育料水
準決定。児童虐待，DV，
母子等の優先。

認可外も含む指導監督。
直接補助の利用者への給
付。公費補助の保育所へ
の支払い。サービス評価
制度の運営・委託。サー
ビス評価及び保育所情
報，空き情報の集約化と
情報提供。児童虐待，
DV，母子，障害児等の
優先や措置。近隣ネット
ワークの整備。

⑬情報公開・公表 一律の基準無く，自治体
により差異が大きい。

具体策をさらに検討。 一律の評価項目に関する
情報を行政に集約し，行
政による情報公開・情報
提供を義務化。

⑭サービス評価制度 参加任意の第三者評価制
度あり。自治体によって
実施程度に大きな差異。

第三者評価のあり方をさ
らに検討

第三者評価もしくはそれ
に代わる評価制度を全保
育所に義務化し，行政が
集約して利用者へ公表・
情報提供する。
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る。この場合，サービスの対価としての保育料支払いを行なうという利用者・保育所間の関係
は希薄となり，上で触れた様々な副作用が持ち越されることになる。
また，現行制度の最大の問題であった保育料は，依然，固定価格として公定（統制）される。

具体的には，公費補助金と保育料を合計した保育の運営費価格が公定されることになる。そし
て，この運営費価格に各児童の人数をかけた運営費には，市町村に支払い義務が課されること
になった。つまり，保育料徴収をする主体がどこになろうとも，各保育所は，市町村によって
確実に運営費収入が保証されるという，まことに都合の良い仕組みが温存されたのである。こ
れにより，保育所の経営努力及び利用者の保育料負担義務に，今以上の強力なモラルハザード
が起きることが懸念される。

供給面の改革
一方，供給側の改革については，全く曖昧で，何一つ決定事項が無いといっても過言ではな

い。供給者の基準は，客観的基準（最低基準）により判断し，指定する（指定制）としている
が，客観的基準を今の認可保育所レベルにおくのか，それよりも基準を緩めたレベルにおくの
か（例えば，東京都の認証保育所レベルにおくのか）は不明である。供給量が増えるためには，
多種多様な経営主体が参入することが不可欠であるが，参入規制や競争条件の整備について
は，現状から変わる点が今のところ存在し無い。一点だけ，新施設を建設する際の施設整備費
（減価償却費）について，全ての法人格で運営費に上乗せをして支払う方式にして，施設整備
費が社会福祉法人だけにしか支払われない現行の不公平を解消するということが，「検討」さ
れているだけである。

第１次報告の評価と問題点
さて，今回の少子化部会・第１次報告は，経済学的にみてどのように評価できるだろうか。
まず，保育に欠ける要件の撤廃，直接契約方式の導入という需要側の改革は，ようやくではあ
るが，時代の変化に対応した制度になるといえよう。ただし，保育料を応能負担のまま公定（価
格統制）とした点，そのために，直接，利用者が保育所に支払うことが難しくなった点が惜し
まれる。実は，利用者負担に応能的な所得再分配要素を入れたとしても，直接保育所に保育料
を支払う仕組みは可能なのであるが，この点は３節で詳しく説明する。
このように需要側の改革が一定の評価が出来るのに対して，供給側については，各保育団体

の反対・抵抗により，見るべき改革点が全く存在せず，一番肝心な点であった供給量を増加さ
せるための具体策すら何もない状況である。このため，実は，少子化部会・第１次報告は，保
育サービス市場の制度設計として，論理的に破綻しているのである。すなわち，権利を付与さ
れた需要者が圧倒的に顕現化するのに対して，供給量が全く追いつかない事態が容易に想像さ
れるからである。しかしながら，これまで割当として機能していた「保育に欠ける」要件を撤
廃してしまったために，受給を調整する仕組みが欠落しているのである。これでは，もしこの
まま改革が実行されると，保育現場が大混乱に陥ることは必至である。
もっとも，厚生労働省，少子化部会としては，市町村に「公的保育の提供体制確保義務」を

課したことで，供給増の問題は各自治体に押し付けたつもりでいるのかもしれない。「公的保
育の提供体制確保義務」とは，需要量に見合う供給量を整備しなければならないとする義務で
あり，このほか，市町村には，指導監督や研修実施の義務や，利用調整や利用者と保育所間の
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契約の支援等の義務が課される。現在の事務量や責任に比べ，格段に市町村の果たす役割・負
担が増加する。問題は，市町村が供給量増加やそれに伴う事務を負うための財源や仕組みが全
く考慮されていないことである。このため，市町村の現場の混乱も容易に想像される。また，
今よりも増して市町村の過度な介入・規制が行なわれることが，保育サービス市場の健全な育
成にとって望ましくないことは言うまでもない。

（３）100万人供給増に必要な財源額試算の問題点
厚生労働省試算の問題点
さて，財源について厚生労働省は，新待機児童ゼロ作戦に盛り込まれた100万人の利用者増

に必要な追加的公費負担額として，毎年7000億円という金額を見込んでいる（「子どもと家族
を応援する日本」重点戦略検討会議（2007），規制改革会議（2008b））。厚生労働省はこれまで，
本格的な保育制度改革は，7000億円の財源を確保してから行なうべきもの（逆に，財源が確保
されなければ，保育制度改革はできない）としてきたが（鈴木（2008）），この7000億円の試算
には多くの問題点があり，大幅な過少推計となっている。
具体的に，厚生労働省の試算（規制改革会議（2008b））では，100万人の利用者増を基本的

に認可保育所の増加で図るとされているが，第一の問題点は，その費用として国の補助金算定
基準である「保育単価」のみが用いられているということである。この国の保育単価とは，実
際には，国基準の最低レベルの運営費を賄う程度の架空の値であり，現実の認可保育所の運営
費を賄うことは到底出来ない。実際，現実の認可保育所は，人員配置の充実や，保育単価の想
定を超える年齢・勤続年数の保育士の人件費を賄うために，地方単独予算からの運営費充当が
行なわれているのが一般的である。そうした地方単独予算分の財源も確保しなければ，実際に，
保育所の供給増を図ることは出来ない。
第二の問題点は，現実に新しい認可保育所を作る場合には，毎年の運営費に加えて，用地取
得や建設費，改修費といった初期費用がかかり，その分にも公費が用いられることを考慮して
いない点である。すなわち，公立認可保育所の場合には初期費用を各自治体が全額賄うことに
なるし，私立認可保育所の場合には，施設整備費への補助金という形で各自治体が多額の公費
負担を行なっている。また，両者とも固定資産税や法人税を初めとする税金がほぼ全額免除さ
れ，その意味での隠れた公費負担がかかっていることも忘れてはならない。
第三に，このような地方単独負担分を考慮していない大幅に低い「公費負担比率」が，計算

に用いられているという問題点があり，さらに試算の公費額を押し下げることになっている。
このほか，自治体によっては，低所得者対策のためにやむを得ず，国の保育単価以上に低所得
者に配慮した保育料設定を行なっているところもあり，また，現在問題になっている保育料未
払いも自治体負担である。このような点も全く考慮されていない。
第四に，約100万人もの供給増を図った場合には，いくら潜在的保育士（保育士資格取得者
のうち，保育所に勤務していない人）が多量に存在するとしても，保育士不足から人件費増が
引き起こされると考えるのが自然である3）。ただでさえ，現在は，保育士不足問題が深刻化し
ている状況下である。４節の本改革案の試算では，現在よりも約1.5割増しの人件費（運営費
は１割増）を予想しているが，厚生労働省試算には，このような点が全く考慮されていない。

3）100万人の供給増に必要は保育士数は常勤換算で30万人程度である。
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こうした厚生労働省試算は，俗に公共事業で「小さく生んで大きく育てる」と言われるよう
に，まず，当初予算案を通過しやすいように小規模にした上で，予算案通過後に，なし崩し的
に公費支出を増やすという官僚の行動原理をほうふつとさせる。もしくは，自治体が支出する
公費は，厚生労働省の管轄ではないと考えているセクショナリズムの故なのかもしれないが，
いずれにせよ，非常に無責任な試算といわざるを得ない。

大幅な過少推計となっている厚生労働省試算
そこでまず，現実に認可保育所で約100万人の利用者増を図った場合の現実的な追加公費負
担額を，再計算することにする。認可保育所の現実の運営費については，驚くべきことに公的
統計が存在しておらず，規制改革会議（2008a, b）によれば，厚生労働省自身も実態を把握し
ていないということである。そこで，唯一の先行研究である福田（2000）を元に，2008年の保
育単価を反映して調整した運営費を用いることにする（表３の（a））。厚生労働省試算で用い
られている就業率上昇，保育利用率の値を用いると，正確には，厚生労働省試算は全年齢で
106万人の保育利用者増を見込んでいることになる4）。年齢別の利用者増加数に，表３（a）の年
齢別運営費を１割増しにした金額を乗じたところ，追加利用者分の運営費は１兆7507億円，そ
こから保育料収入を差し引くと，毎年１兆4299億円の公費負担（国＋地方）が必要となること
がわかった（表４）5）。つまり，毎年7000億円という数字は，極めて過少な金額であり，実際に
はその倍額の１兆４千億円程度の公費財源が必要なのである。
現在，民主党政権が進める「こども手当て」に多額の財源を必要とする中，新たに待機児童

対策だけに毎年１兆４千億円もの財源を確保できるのだろうか。また，この１兆４千億に加え
て，改革当初の数年は多額の初期費用等が掛かることを考えれば，その現実性は極めて乏しい
といわざるを得ない。財源が確保できない，あるいは財源が不足する場合には，既に述べたよ
うに，少子化部会・第１次報告の改革案では受給調整の仕組みが無いために，大混乱が生じる。
また，財源が確保できなければ改革が行なえないとする従来方針では，改革のスピードは極め
て遅いものとならざるを得ない。しかしながら，今後10年間で進む少子化，人口減を考えると，
果たして改革のスピードを緩める余裕があるのだろうか。財源が多少不足したとしても，ス
ピード感を持って直ぐに着手できる現実的な改革案を考えるべきではないだろうか。

4） この厚生労働省試算は，10年後の値を想定しているのではなく，現在の値を使っていることが既にわかっ
ている。ここから考えると，厚生労働省の想定では，106万人の供給不足は今現在，起きていると解釈で
きる。

5） なお，これは毎年の運営費分のみの金額であり，初期費用は含まれていないことに注意が必要である。
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表３ 認可保育所と認証保育所の児童一人当たり運営費
─万円（月額）

⒜ 認可保育所 ⒝ 認証保育所 ⒜ /⒝
０歳児 27.9 23.1 1.21
１歳児 16.5 13.6 1.21
２歳児 16.5 13.6 1.21
３歳児  8.0  6.6 1.21
４歳児  6.8  5.7 1.19
５歳児  6.8  5.7 1.19
６歳児  6.8  5.7 1.19

注１）認可保育所の運営費は福田（2000）を平成20年保育単価ベースに修正して試算。
注２）�認証保育所の運営費は、東京都認証保育所へのアンケート調査の結果である（詳細は補論２

を参照）。福田（2000）と同様の方法で計算。
注３）106万人の定員増を行なった場合には、運営費が1.1倍となるとして計算している。

表４ 認可保育所で106万人の供給増を図る場合の追加公費負担額の試算
０歳 １−２歳 ３歳 ４歳以上 合計

⒜ 供給増加後の運営費
（万円，月額） 30.7 18.2 8.8 7.5 ─

⒝ 認可保育所の応能保
険料額（万円，月額平均） 2.84 2.84 2.39 2.14 ─

⒞ 利用者増加数（人） 67,793 458,787 142,783 391,109 1,060,472
⒟ 追加運営費（年額，
億円）［a× c］ 2,497 9,992 1,508 3,511 17,507

⒠ 追加保険料収入額
（年額，億円）［b× c］ 231 1,564 410 1,004 3,208

⒡ 追加公費負担額（年
額，億円）［d− e］ 2,266 8,429 1,098 2,506 14,299

注）規制改革会議（2008b）の厚生労働省試算を元に，筆者再計算。

３．本稿が提案する改革案の制度設計

（１）100万人供給増は「新認証保育所」で実施
そこで，少子化部会・第１次報告の欠点を補い，現実的な財源規模でも実現可能な改革案と

して，本稿では下記の改革案を提案したい。その骨子は，①100万人の供給増を「新認証保育所」
で行なう，②保育料を一定の上限をつけた上で自由化して，価格による需給調整を行う，②弱
者対策は別途，直接補助方式で手厚く行なうという３点である。
まず，新認証保育所とは，東京都で現在実施されている「認証保育所」をモデルとした保育

所で，国が認証して公費補助を出し，全国に展開するものとする。モデルとなっている東京都
の認証保育所とは，待機児童が深刻化する中で，高コスト構造の認可保育所を財政的に増やせ
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なかった東京都が，独自の基準を定め，地方単独補助金を出して展開している認可外保育所で
ある。2001年にはじめて実施され，2009年７月現在で456もの施設が運営されている。質の面
では，国が定めた認可保育所の設置基準（施設の広さ，保育士等の職員数，給食設備，防災管
理，衛生管理等）と比べてもほとんど遜色がない6）。経営主体が NPOや株式会社，有限会社と
いった多種多様な経営主体で競争的に行なわれているために，運営が効率的であり，認可保育
所よりも２割程度運営費が低く経営されている（表３）。また，東京都における展開をみても，
需要増に即座に対応して供給増が図れる機敏さをもっている。こうした認証制度を，国が実施
して，新規に増えた認証保育所に国からの補助金が投じられる改革を実施する。現行の東京都
の認証保育所は当然，国の認証を得られるはずであるし，他の自治体が独自に設置する認可外
の保育室などでも，国の補助金が得られるよう，質の底上げや努力を行って，国の認証を得る
ことであろう。また，ベビーホテル等，質が基準にはるかに満たない認可外保育所については，
認証を得られないのであれば，新認証保育所に利用者を奪われることになるため，自然に劣悪
な保育所の淘汰が進むと考えられる。
ところで，昨今問題になっているように，現行の東京都認証制度は，経営を安定させるため

の制度が乏しいために，親会社あるいは運営法人の別事業の影響を受けやすく，倒産・撤退が
安易に行われるという問題がある。この問題を防ぐために，本改革案では，各保育所の会計を
独立させた上で，各保育所に自己資本比率規制を課すことを提案する。親会社が倒産しても，
あるいは運営法人の経営が不調となっても，少なくとも年度末までの運営を持続できる経営の
安定性を確保することが狙いである。また，万が一の倒産・撤退が行われた時のために，近隣
の保育所同士が利用者を引き受け合う緊急的ネットワークを，市町村が構築することも必要で
ある。

（２）価格の原則自由化と価格による需給調整
一方，需要側の改革は，規制改革会議が以前から主張し，少子化部会・第１次報告にも盛り

込まれた「保育に欠ける要件」の見直し，利用者と保育所の直接契約方式導入が，改革の基本
となる。ただし，少子化部会・第１次報告において需給調整の方法が欠落している点を補い，
市場経済下の通常の経済取引と同様，保育料価格による需給調整の仕組みを導入する。すなわ
ち，保育料価格は，現行の東京都認証保育所と同様，一定の上限を設けた上で自由化する。こ
の保育料は応益負担であるが，所得ごとの軽減措置（応能負担）は，後述のように利用者への
直接補助方式を通じて行なうため，低所得者等への所得再分配機能は現行の認可保育所制度と
ほぼ遜色がないものとなる。保育料価格を原則自由化する利点・必要性は次の４つである。
第一に，利用者が保育所に対して保育料を直接支払うことができる点である。応益負担の保

育料は応能負担とは異なり，保育所が利用者の所得という個人情報に触れることなく，保育料
を徴収できる。このため，サービス受け，それに対する対価として保育料を支払うという保育
所と利用者の本来の関係が明確化でき，この関係が希薄であったために起きていた前述の様々
な問題を解決できる。

6） 正確には，①正規職員の保育士資格取得者が６割以上，②０・１歳児の面積基準がＢ型（小規模タイプの
認証保育所）で2.5㎡（認可は3.3㎡）となっている点のみが最低基準を下回る。ただし，平日13時間の開
所率が100％（認可は2007年で10％），０歳児保育の実施率が100％（認可は2007年で76％）であるなどの
優れた面を持つ。
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第二に，保育に欠ける要件なき後の需給調整の仕組みが確保できる。通常の市場メカニズム
と同様，保育所不足の地域があれば，まず，保育料価格が上昇して，需給が調整される。市場
メカニズムが優れているのは，価格が上昇した場合，それは利益が生まれるシグナルであるた
めに，参入が促進されて，結局，元の水準に戻ることである。行政による割当とは異なり，需
給調整によって，自然に供給量が増加するメカニズムが組み込まれているのである。この供給
増が図られるというのが，価格自由化の第三の利点である。
第四に，価格が自由化されることで，各保育所同士の競争原理が働き，サービスの質の切磋

琢磨・創意工夫が行われる。少子化部会・第１次報告が提案している「公定価格」では，いく
らサービスの質を改善しようとも収入が変わらないために，そのような経営努力を行なうイン
センティブがない。少子化部会では，固定価格の場合でも，直接契約で利用者の選択が行われ
ればサービスの質の競争が起きるという議論があったようであるが，これは非現実的である。
なぜならば，この保育サービス市場の特質は圧倒的な需要超過にあり，利用者の選択の余地は
小さいことから，利用者の取り合いという状況は生まれにくく，したがって，サービスの質の
競争は起きにくいのである。競争原理が働くためには価格の自由度を増して，供給増を促す必
要がある。
第五に，質の競争とともに，価格競争も起きるために，運営費の効率化が期待できる。自由

価格に対する批判として，「悪かろう安かろう」として質を低めた非常に低い保育料になると
か，あるいは逆に，異常に高い保育料がつけられるといった批判があるが，これも非現実的な
主張である。実際，東京都認証保育所の料金設定をみると（図１），０歳児で最低の月３万円
から最高でも7.2万円までの価格に設定されており，そのほとんどが４～６万円台に集中して
いる（鈴木（2009））。質の最低水準や価格上限の規制もある上に，市場による競争メカニズム
が働く状況下である。当たり前のことであるが，異常な価格，サービス水準設定を行う保育所

注）東京都認証保育所へのアンケート調査の結果（補論１，鈴木（2009）参照）。平均は５万2619円。

図１ 東京都認証保育所の保育料の分布（０歳児，月160時間保育のケース）
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は，生き残ることができないのである。

（３）公費補助の方法について
利用者補助の代理受領方式
ただし，利用者から徴収する保育料だけでは，認可，新認証ともに保育所の運営費を賄うこ

とが出来ないことから，別途，公費補助が必要である。具体的な仕組みは，これまでの保育単
価とほぼ同様である。児童年齢別の「標準公費補助価格」を設定し，各保育所の年齢別の利用
者人数に乗じて，各保育所の公費補助金額が算定される。標準公費補助価格は，新認証保育所
の平均的な運営費と保育料収入データを元に，２年に１度程度，マクロ的に決定・改定される
ものとする。各保育所は，実際に掛かった運営費からこの補助金を除いた金額を，利用者から
の保育料として徴収することになる。サービスの質を伴わないにもかかわらず運営費の高いよ
うな非効率な保育所は，保育料を高く設定せざるを得ず，次第に市場から淘汰されることにな
る。
さて，この公費補助の支払い方法としては，規制改革会議等の主張するバウチャー（方式）
等による利用者直接補助がもっとも合理的である。しかしながら，関係者の様々な思惑から，
政治的に，バウチャーへの保育関係者・保育利用者の理解がなかなか進まないという現状があ
る。改革移行による利用者の無用の混乱を避ける意味でも，バウチャー方式導入は将来の課題
にとどめ，これまでと同様，市町村が公費補助として，認可，新認証保育所に直接支払う仕組
みとする方が現実的であると思われる。ただし，考え方としては，少子化部会が途中まで検討
していたように，「利用者補助分の代理受領」という形を取る。

認可保育所に対する経過措置
ところで，現行の認可保育所は，表３にみたように，新認証保育所に比べて平均的に２割程

度高い運営費となっている。特に，公立認可保育所については，保育士の年齢が高く，地方公
務員の行政職に準じた急カーブの賃金曲線となっているため，やむなく高い運営費となってい
る事情がある（Noguchi et al.（2008））。もっとも，この問題は，2000年から始まったより緩い
傾斜の賃金カーブを持つ福祉職の保育士たちが広まってゆくなかで，徐々に解消されてゆく問
題でもある。そこで，当面は，認可保育所の運営が困らないように（現行の認可保育所の「質」
を下げないためにも），個別認可保育所の運営費から，同様の規模・条件の認可保育所の標準
運営費を引いた差額を，「差額運営費機関補助金」として機関補助することにする。ただし，
これは経過的な措置であり，今後５年ほどの移行期間をもって徐々に解消してゆく。賃金コス
トの高い公立保育所の中高年保育士については徐々に早期退職や賃下げの圧力がかかることに
なると思われるが，そうした場合，ベテラン保育士の経験を生かして，新認証保育所の指導・
監査やコンサルティングを行なう市職員として活用することも一案である。また，認可保育所
が新認証保育所よりも質が高いのであれば，その分のプレミアムを保育料引き上げで徴収する
という方法も選ぶことが出来る。

（４）弱者対策，応能負担の方法
低所得者対策・応能負担
弱者対策については，少子化部会・第１次報告よりもむしろ踏み込んだ，手厚いものを考え
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ている。まず，世帯年収500万円以下の世帯については，その負担が，現行の認可保育所の応
能負担保育料と同じになるように，所得別の直接補助を行なう。つまり，「新認証保育所の応
益負担保育料－直接補助＝現行の認可保育所の応能負担保育料」となるように，直接補助の金
額を所得別に設定する7）。世帯年収500万円以下の世帯にとっては，今よりも保育所に支払う保
育料は増すが，その分，直接補助という形で還付を受けるので，実質的な保育料負担額は変わ
らない。この直接補助の単価改定も２年に１度ぐらい頻度で行なう。一方，世帯年収500万円
以上の世帯は，所得水準が高くなるにしたがって，直接補助金額が少なくなるように調整する。
ただし，過度な負担増は政治的に難しいため，現行の認可保育所の保育料よりも，５千円から
１万円ほど高い金額となることを考えている。もちろん，保育所が設定している均衡保育料を
超えて徴収されることはない。

０歳児対策
また，後述のように，０歳児は定員が極端に少ないために，自由価格にすると受給が均衡す
る保育料が極端に高くなる可能性がある。このため，所得にかかわらず，０歳児の親には，保
育料の半額を直接補助金として配分する対策も講じることにした8）。

障害児対策
一方，障害児対策は，少子化部会・第１次報告と同様，新認証であろうと認可保育所であろ

うと，全保育所に，応諾義務や優先受入義務を課すことにする。ただし，少子化部会・第１次
報告と異なるのは，各保育所が喜んで障害児を受け入れるために，補助金を明示的に投入する
ことである。具体的には，利用者への直接補助ではなく，障害児加算という形で，障害児にか
かる追加人件費などを，直接，保育所に機関補助として支払うことにする9）。

（５）市町村による公的関与のあり方
保育サービス市場を健全に育成するために，市町村による公的関与は必要最低限のものにす

べきである。ただし，各保育所の質を担保するための指導・監査は従来よりも手厚いものとす
る。ベビーホテルなどの一部劣悪な施設への立ち入り検査・指導も今よりも強化する。改革に
より，市町村の事務負担が大幅に軽減されることになることから，こうした指導・監査拡充の
余力が増すものと思われる。また，児童虐待，DV，母子，障害児などの優先されるべき児童
を措置，優先することは，少子化部会・第１次報告で提案されている通り，これまで以上に進
めるべきと考える。
また，健全な市場を育成するためには，サービスの質や個別保育所の情報が十分に行き渡っ

7） ただし，サービスの質を反映した保育料部分は調整しないように，直接補助の金額は所得別・児童年齢別・
地域別に一定価格に固定する。

8） ０歳児の高い保育料に直面し，それが賄えないことから例え１年でも母親が就労を中断すると，その後の
正規職への職場復帰が難しく，生涯年収格差が非常に大きくなることが知られている（例えば，内閣府『平
成９年度・国民生活白書』）。つまり，日本の女性労働市場には制度的な歪みがあるわけで，その歪みを補
うために，こうした補助金投入が，経済学的にも正当化されると考えられる。

9） 障害児に掛かる費用を，利用者への直接補助とした場合には，保育料支払いの段階で障害児であることを
明確化することになってしまう。機関補助にすることにより，障害児を持つ親の心理的な負担が減少する
と考えられる。
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ていることが不可欠である。さらに，利用者の利便性を増すためにも，保育所の空き情報は
日々刻々と情報が更新され公表されていることが望ましい。こうした情報は一種の公共財であ
り，個別の保育所の自発的供給（公表）に任せるのは無理がある。そこで，市町村が情報を集
約して，利用者に分かりやすい形で公表するように，国が予算をつけて，市町村に義務付けを
行なう。また，現在任意となっているサービスの質の第三者評価も強制義務とする。項目を大
幅に見直した第三者評価，もしくは，それに代わる評価を，全保育所に１年に１度義務付け，
これも市町村に情報を集約して，公表を義務付けることにする。こうした情報集約・公表の面
は，むしろ，改革によって市町村の関与が強化されるべき領域である。

４．本改革案の経済・財政効果の試算の方法

前節のようなスキームで改革を行なった場合，運営費や保育料収入はどうなり，最終的にど
の程度の公費負担増となるか，シミュレーション分析により具体的な試算を行うことにしよ
う。具体的なシミュレーション分析は，①需要面，②供給面，③財政面の３つの側面がある。

（１）需要面の分析（マイクロ・シミュレーション）
需要面については，本改革案によって，未就学児童を抱える家庭がどのように行動を変える

のか，マイクロ・シミュレーションによる分析を行う。そのために必要なデータセットは，実
際の未就学児童を持つ家庭データである。内閣府では，2008年９月に，未就学児童のいる家庭
に対して大規模インターネットアンケート調査（「保育や子育てに関するインターネット調査」
（内閣府（2009））10）を実施した。サンプル数は，配偶女性の就業世帯3,394，非就業世帯3,184で
ある。このデータを，まず，子供単位に分割をしてデータセットを作成する。サンプルが就業
世帯，非就業世帯をほぼ同数であるのはそのように調査を設計したためであるが，現実の未就
学児童がいる家庭は圧倒的に非就業世帯が多い。そこで，2005年国勢調査を用いて，非就業者，
就業者の比率や，年齢比率について，実際のデータに近似するようリサンプリングをして調整
した。調整後のサンプル総数は，23,660である。
この調査では，就業世帯・非就業世帯ともに新認証保育所に対する需要がわかる設計となっ

ている。需要は，価格対比の概念なので，保育料がいくらであった場合に保育所利用を希望す
るかという質問の仕方をすることが重要である11）。これを環境経済学，医療経済学等の分野で
用いられる「仮想市場法（（CVM: Contingent Valuation Method））」という手法により，質問設
計・分析し，新認証保育所への需要曲線を推計する。推計された年齢別の需要曲線は，図２の
通りである12）。低年齢児ほど需要が大きく，必要度が高いことがうかがえる。
この需要曲線に対して，供給量を増やした場合の交点を計算し，均衡保育料を算出する。均

衡保育料の算出結果は，表５の通りである13）。例えば，（a）の106万人増のベースでは，（c）の

10） 調査は，マイボイスコム株式会社に依頼した。当社が抱えるモニター・サンプルに対して，調査を依頼し，
インターネット画面にしたがって，回答をしてもらった。モニター・サンプルは，全国８地域にわけ，年
齢ごとに大体国勢調査の人口割合に合うように調整してサンプル抽出をした。

11） 具体的な調査票は，補論２を参照されたい。
12） 仮想市場法，推計方法の詳細については，補論２を参照されたい。
13） ただし，前述のように０歳児は均衡価格の５割程度を直接補助するために，０歳児の均衡保育料の半分の
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現状の応能負担の保育料に比べて，1.2倍から2.0倍程度，均衡保育料が上がることがわかる。
これが，いわば，市場で決まる適正な価格（応益負担の保育料）なのである。現状の認可保育
所の応能負担保育料は低すぎるのであり，それが大量の待機児童・潜在的待機児童が生まれる
背景になっていることが，ここでも確認できる。これまでの認可保育所の利用者も，新認証保
育所に入所する利用者も，この新しい保育料価格に直面することになる14）。
ただし，既に述べたように，０歳児や所得に応じた利用者直接補助があるために，利用者が

実際に負担する金額は，この均衡保育料よりもはるかに低いものとなる。また，世帯年収500
万円未満の場合には，現行の認可保育所の応能負担保育料と同額，世帯年収500万円以上の場
合は，現在の負担よりも５千円から１万円程度の負担増に止まるように調整した。０歳児は，
均衡保育料の半分を直接補助とする。改革前後の利用者の実際の負担額は，図３に見る通りで
ある。この「現状のケース」は，未就学児童家庭アンケートのサンプルから実際に計算した世
帯所得別の負担額である。「改革案のケース」は，均衡保育料から利用者直接補助を差し引い
た実質負担額である。高所得者でも均衡保育料を超えることはない。
この改革後の保育料負担額に対して，それよりも高い支払意思額（WTP: Willingness to pay）

保育料としている。
14） 実際の個別の保育所の保育料は，サービスの質の差や地域の需給状況を反映して自由に保育料を価格設定

できる。ここで示したものは，あくまで，標準的なケースということになる。

注）ロジスティック分布を仮定して推計。通常の需要曲線とは異なり、縦軸が需要量、横軸が価格となっている。
推計の詳細は、補論２を参照。

図２ 年齢別の新認証保育所への需要曲線
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を持っているサンプルが利用者として選ばれ，WTPが低いものが非利用者となるように，サ
ンプルを入れ替える計算を行い，マイクロ・シミュレーションとした。ただし，低所得者につ
いては，シミュレーション前に表明されているWTPそのものではなく，利用者直接補助があ
ることを想定した上でのWTPとなるように，再計算を組み込んでシミュレーションを行なっ
ている15）。

（２）供給面の分析
本分析では，供給面は供給曲線を想定して量と価格の均衡を求めるのではなく，新待機児童

ゼロ作戦を達成する供給量のところで，供給量が一定として均衡を求めている。その意味で，
供給曲線を導出する必要はない。しかしながら，新認証保育所の運営費は，後述の公費負担を
求めるために必要であるため，供給面の調査を実施した。
具体的には，新認証保育所のモデルとなる東京都・認証保育所の現在の運営費や人件費を求

めるために，2008年10月に，東京都の認証保育所にアンケート調査を実施した（詳細は補論１，
鈴木（2009）を参照）。この調査を集計し，児童年齢別の運営費にしたものが，既出の表３で
ある。
一方，人件費については，同アンケート調査で各保育士の賃金を直接尋ねているので，それ

を集計した。認証保育所には保育士以外の従事者もいるが，有資格の保育士の分のみを常勤と
非常勤にわけて計算している。その結果が，表６，７の上段（a）であるが，認証保育所保育
士（常勤）の平均年収は366.6万円，非常勤保育士の平均時給は966円となっている。

問題は，供給量を106万人も増加させた際に，この人件費や運営費がどのように変わるかで
ある。現在，ただでさえ，保育士不足が叫ばれる状況下であり，人件費単価上昇は避けられな

15） 低所得者から見た場合，保育所を利用した場合に支払われる直接補助金額がいくらになるかによって，
WTPの金額は変わることになる。ここでは，利用者本人が，事前的に認識する直接補助金額を，不確実
性や認識バイアスがあることから，事後的に計算されるものよりも１割低く認識すると想定し，元々表明
していたWTPに加算した。

表５ 改革後の均衡保育料の算出結果
─万円（月額）

⒜ 均衡保育料
（106万人増ベース）

⒜ 均衡保育料
（53万人増ベース） ⒞ 現状（応能負担平均）*

０歳児 ** 4.8 5.6 2.8
１歳児 4.7 5.6 2.8
２歳児 3.4 4.1 2.9
３歳児 3.8 4.2 2.4
４歳児 3.4 3.7 2.1
５歳児 3.0 3.4 2.2
６歳児 4.6 5.0 2.3
注１）* 現行の認可保育所応能保育料の平均
注２）**０歳児の均衡保育料は，５割の割引を行なったベースである。
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０歳児 １歳児

２歳児 ３歳児

４歳児 ５歳児

図３ 利用者の保育料負担額の改革前と改革後の比較
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いものと思われる。それを探るために，NPOポピンズ，株式会社パソナの協力により，潜在
的保育士の状況に関するアンケート調査を実施して分析した（詳細は，補論３，４を参照）。
両調査とも調査票はほぼ同一であり，仮想市場法により，新認証保育所で働く場合の希望賃金
が算出されるように調査を設計した。その結果が，表６，７の下段（b）であるが，現在の認
証保育所保育士の賃金と，潜在的保育士の希望賃金を比較すると，潜在的保育士は，常勤につ
いては潜在的保育士の方が3.5％，非常勤については17％，平均的に割増賃金を要求している
ことがわかる。そこで，供給増により増加する人件費として，アンケートからわかる最大限の
数字として非常勤の場合の17％を採用し，その分人件費が高まることを想定する。これは，運
営費の約１割増に当たるため，供給増により，全ての保育所の運営費が１割増となると想定す
ることにした。

 

６歳児

表６ 認証保育所保育士の賃金及び潜在保育士の希望賃金（常勤のケース）
単位：年収（月20日，１日８時間労働ベース，万円）
平均値 標準偏差 最小値 最大値

⒜ 認証保育士（常勤，有資格者） 366.6 57.0 262.2 545.0
⒝ 潜在保育士（常勤希望，有資格者） 379.6 74.5 250.0 550.0
⒝ / ⒜の比率 103.5％
注）a，bの両数字とも，異常値を除くために，上下５%の人々をサンプルから落として計算している。
サンプルは aが1229，bが305。

表７ 認証保育所保育士の賃金及び潜在保育士の希望賃金（非常勤のケース）
単位：時給（円）

平均値 標準偏差 最小値 最大値
⒜ 認証保育士（非常勤、有資格者） 966.4 160.1 675.0 1,500.0
⒝ 潜在保育士（非常勤希望、有資格者） 1,129.9 241.5 850.0 1,600.0
⒝ / ⒜の比率 116.9％
注）a，bの両数字とも，異常値を除くために，上下５%の人々をサンプルから落として計算している。
サンプルは aが608，bが340。
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（３）公費負担の計算
こうして分析した需要面，供給面の試算値を，調査のサンプル数から実際の利用者数に倍率

をかけて調整し，現実の保育料収入総額や運営費総額とした。実際の人数は，厚生労働省
（2008）や2005年の国勢調査の数字を用いている。
障害児対策費は，保育所における障害児数の統計が存在しないため，学童保育における障害

児数から想定することにした。厚生労働省「放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の
実施状況」によれば，2009年５月１日現在で，学童保育を受けている児童794,922人に対して，
障害児数は7,477人である。比率にすると0.94％であるから，保育所の障害児もほぼ同程度の
１％と想定し，運営費の１%が障害児対策費になるとした。運営費総額から保育料収入総額
を引いたものが公費である。
公費負担を考える際には，保育所供給増によって，就業率が増加し，その分だけ所得税や住

民税が増加するという点も重要である。この「保育や子育てに関するインターネット調査」の
アンケートでは，非就業者については，保育所を利用できた場合の期待収入を尋ねているので，
非就業者が就業した場合の収入増を計算し，そこから税収額を計算することができる。一方で，
シミュレーションでは，これまで認可保育所に入所していた一部の就業者が，高まった保育料
に直面して非就業になるケースもあり，両者の差し引きで効果を考える必要がある。
具体的には，労働収入に応じて，所得税率（所得段階別の累進税率）と住民税率を勘案した

税収を計算した。ただし，所得把握や控除を考慮しなければならないので，実際の「直接税収
（平成20年度予算ベース）/家計賃金所得（平成19年度 SNA）」比率に見合うように，上で求め
た税収の５割が実際の税収となると想定した。また，サンプルを作るに当たって，複数児童の
いる世帯があるが，それらを名寄せして計算している16）。

５．経済・財政効果の試算結果

表８が，改革による経済・財政効果の試算結果をまとめたものである。上段が実金額で，（a）
が現状，（b）が厚生労働省案の認可保育所で106万人の供給増を図ったケース，（c）が本改革
案の新認証保育所で106万人の供給増を図ったケースである。なお，（d）として，（c）案の半
分の53万人の供給増のケース（参考案）も試算した。
一方，下段は差額であり，①が本改革案と厚生労働省案の比較，②が厚生労働省案と現状の

比較，③が本改革案と現状の比較，④が参考案と現状の比較である。
まず，（b）厚生労働省案と（a）現状を比較してみよう（下段②も参照）。厚生労働省案では，
認可保育所を中心に供給増を図るため，運営費17）は現状の２兆4800億円から１兆7500億円（下
段②）も高まり，４兆2300億円にも達してしまう。保育料収入は，現行の応能負担が維持され
ることから，需要の高い人々に必ずしも利用が割当てられず，3200億円程度しか増加しない（下
段②）。そのため，労働供給増によって2200億円程度税収が増える分を勘案しても，実公費負
担は１兆2100億円も増加する（下段②）。繰り返しになるが，この財政負担をどう捻出できる

16） 名寄せ後のサンプル数は元のサンプルの0.72倍である。つまり，就業者増（親）は106万人の新規利用者
増（児童）に対して，76.6万人ということになる。

17） この厚労省案については，認可保育所の運営費に障害者対策費が含まれているとして，追加的障害者対策
費は加えていない。
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かが，この厚生労働省案あるいは少子化部会・第１次報告の非現実的な点である。
一方，（c）本改革案と（a）現状を比較してみよう（下段③も参照）。この場合には，運営費
は認可保育所で供給増を図るほどには増加せず，１兆4600億円程度の増加に止まる。また，保
育料実収入は，低所得者対策・応能負担対策や０歳児への考慮を行なったとしても大幅に高ま
り，7400億円の収入増が見込まれる。

これは，市場で決まる保育料が適正な水準となり，世帯年収500万以上の人々が若干の追加
保育料負担を行なうようになるからである18）。また，保育利用者自体も，これまで需要が高い
にもかかわらず待機児として保育所を利用できなかった人々が，保育所を利用できるようにな

18） 実際，現在の認可保育所の入所者は，所得階層が低い人も多い一方，高所得者も多い。認可保育所利用者
の所得分布を，認可外保育所等を利用している共働き世帯と比べると，下図の通りである。

表８ 本改革案と現状，厚生労働省案の経済・財政効果比較
単位：億円（百億円以下は四捨五入）

公費 * 保育料実
収入 *

運営費
（公費 +保
育料 +障
害児対策）

税収 **
実公費負
担増（公
費増−税
収増）

⒜現状 19,400 5,400 24,800 78,300 ─
⒝厚労省案（認可保育所106万人増） 33,700 8,600 42,300 80,500 ─
⒞本改革案（新認証保育所106万人増） 26,600 12,800 39,400 79,700 ─
⒟参考案（新認証保育所53万人増） 20,600 11,500 32,100 78,200 ─
＜差額＞
①本改革案 - 厚労省案（c− b） −7,100 4,200 −2,900 −800 −6,300
②厚労省案 - 現状（b− a） 14,300 3,200 17,500 2,200 12,100
③本改革案 - 現状（c− a） 7,200 7,400 14,600 1,400 5,800
④参考案 - 現状（d− a） 1,200 6,100 7,300 −100 1,300
* 規制会議案，参考案の保育料実収入は，低所得者対策，０歳児割引を考慮したベースである。公費
負担は，こうした割引分の公費及び障害児対策費を含む。
** 税収は，保育所入所者だけではなく，０−６歳の未就学児童の親全ての分である（複数児童の親
の分は名寄せ済み）。

表９ 本改革案（106万人供給増のケース）の保育料実収入内訳 
単位：億円

保育料実収入 12,812
割引前の保育料収入 17,337
─保育料割引１（応能負担直接補助金［年収500万未満分］） 3,446
─保育料割引２（応能負担直接補助金［年収500万円以上］） 445
─保育料割引３（低年齢児対策直接補助金） 634
＜参考＞障害児対策機関補助金 145
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り，保育料収入に貢献するという効果もある。このため，本改革案では公費負担は大幅に小さ
くとどめることが出来る。下段③にみるように，税収を差し引いた実公費負担は5800億円であ
り，厚生労働省案の半分以下の金額である。
また，（d）参考案の53万人供給増のケースでは，下段④にみるように，税収を引いた実公費

負担は1300億円と，わずかな支出にとどまる。106万人の供給増を一時に図れる財源が確保で
きない場合には，まず，1300億円の公費負担をなんとか捻出して，53万人の供給増からスター
トしてはどうだろうか。
最後に，下段①により，本改革案と厚生労働省案の比較をすると，公費負担にしてなんと
7100億円もの節約が本改革案で達成されることがわかる。その内訳は，運営費19）で2900億円，
保育料実収入で4200億円である。ただし，本改革案の方が，厚生労働省案より低所得者等への
弱者対策が手厚く行なわれているために，低所得者の保育所利用がより進み，税収増は厚生労
働省案よりもむしろ800億円程度も少なくなる。このため，実公費負担ベースでは節約額がや
や小さくなり，6300億円の節約額となる。

６．結語

本稿では，現在，改革論議が大詰めを迎えている保育制度改革について，経済学の観点から，
問題点を整理し，現実的な制度設計について考察した。厚生労働省の社会保障審議会少子化対
策特別部会が2009年２月に発表した第１次報告（「社会保障審議会少子化対策特別部会第１次
報告－次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて－」）は，「保育に欠ける」要件
の見直し，直接契約方式導入など，保育制度の歴史的転換点となる仕組みが取り入れられたが，
保育所の供給増に関して具体策に欠け，需給調整の仕組みが欠落するなど，制度設計上の致命

注）内閣府「保育や子育てに関するインターネット調査」を用いた筆者集計。

脚注図１ 認可保育所入所者の所得分布

19） このうち，本改革案にだけ発生する障害児対策費は，106万人供給増のケースで145億円，53万人供給増の
ケースで72億円である。
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的問題点を抱えている。これに対して，本稿が示した改革案は，①「新認証保育所」による供
給増，②原則価格自由化による需給調整，③利用者への直接補助による弱者対策，応能負担の
維持を提案しており，少子化部会・第１次報告を補う現実的な改革案である。また，100万人
の保育利用者増を骨子とする新待機児童ゼロ作戦を達成するための公費財源は，厚生労働省が
想定する認可保育所による供給増では，毎年約１兆４千億円の金額が必要と見込まれるが，本
改革案ではほぼその半額の7000億円程度で実行することができる。50万人の保育利用者増であ
れば，１千億円強の公費財源で達成可能である。
今後の数年間のわが国の状況を考えると，人口減少・労働力減少が急速に進む中で，「団塊
世代」が大量に年金受給者となるために，社会保障財政が益々逼迫してゆくことになる。また，
少子化対策のターゲットであった「団塊ジュニア」と呼ばれる人口層が出産可能年齢を過ぎよ
うとしている。こうした状況下で，急ぎ少子化対策・女性労働力増を進めようとするのであれ
ば，財源が無ければ何も改革しないという現行の方針を改め，財源が少なくても実行可能な対
策を立案すべきである。
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補論１ 東京都・認証保育所調査（2008年）について

（１）調査実施時期 ･･･2008年10月
 （２） 調査対象 ･･･ 東京都及び東京都認証保育所協会，日本こども育成協議会の協力のもと，

両協会のどちらかに加盟する東京都・認証保育所。
 （３） 調査方法 ･･･ 郵送によるアンケート調査。送付総数410施設のうち，215の施設から回答

を得た。調査票は保育所の運営状況に関する事柄のほか，保育所内の全保育士に関する
賃金等の情報を尋ねた。保育士の回答サンプル数は，215施設で2034人である。

（４）調査概要・・・鈴木（2009）

補論２ 仮想市場法による新認証保育所への需要曲線の推計について

仮想市場法による保育需要の導出
ここでは，本文図２の需要曲線の導出及び推計結果について報告する。仮想市場法の一種で

あるWTP（Willingness to pay，支払意思額）では，対象者に対して具体的に「対象物に対して
最小でいくら支払っても良いか」の金額を表明させる手法である。保育の分野におけるWTP
の活用は，Zhou and Oishi（2005），周・大石（2003），周・大石（2005）によって始めて導入
され，その後，内閣府（2003），八代・鈴木・白石（2006）などでも用いられている。WTPに
おける初期の論文では，直接その金額を対象者に提示させるという Open End法や，いくつか
の金額の中から選らばせる支払いカード方式や Close End法と呼ばれるものが用いられていた
が，最近でははじめに金額を提示して，それを受諾するか受諾しないかを対象者に選ばせる選
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択法がもっとも信頼度が高い方式として普及している。受諾確率は金額の関数として，生存時
間分析としてモデル化され，需要曲線が求められる。
具体的なアンケート調査票は，以下に示した通りである。質問を，系統樹の形で表示すると

以下（補論２図１）のようになる。リサンプリングにより，本文に述べた調整を行なった後の
データに対して，推計を行う。

質問票
仮に政府が保育改革を行って待機児童問題がなくなり，次のような条件の「新保育所」を，奥様が
就業している世帯が，自由に利用できるものになったとします。

※ただし，公立認可保育所・私立認可保育所に今まで入っていた方はすべていったん退園とな
り，原則として新しくできた次のような条件の「新保育所」に再入所することになります。

利用条件

１）資格を持つ保育士が子どもの担任として付いている
２）園内給食がある
３）保育所内に子どもが自由に遊べる園庭はないが，徒歩５分以内にある後援で外遊びをさせるこ
とはできる
４）保育時間は13時間以上利用可能
５）保育所が自宅から徒歩15分以内にある
６）保育所が液から15分以内にある
７）保育を希望するきょうだい全員が同じ保育所を利用できる
８）認可保育所ではない（設置基準は東京都認証保育所並み※注）

※東京都認証保育所とは

・全施設で０歳児からお預かりします。
・全施設において13時間の開所を基本とします。
・都が設置を認証し，実施主体である区市町村とともに指導します。
・契約時に保護者へ「重要事項説明書」を渡し，サービスの内容や施設の概要，事業者の概要など
を説明することを義務づけます。
・利用者と保育所が直接利用契約できます。
・認可保育所について国が定めている基準よりは緩和しますが，都独自の基準を設定し，適切な保
育水準を確保します。
（例えば，０歳児・１歳児の一人当たり基準面積3.3㎡は2.5㎡でも可とします。
保育従事者は，認可保育所と同様の配置基準ですが，資格を持つ保育士は６割以上でも可としま
す。）
・運営主体は株式会社など多様な民間業者が中心です。
（（財）東京都高齢者研究・福祉振興財団HP「認証保育所制度について」等より転載）
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問 この保育園の保育料が月額４万円であった場合，あなたはこの保育園を利用しますか。
１ 利用する→付問１へ ２ 利用しない→付問３へ

付問１ この保育園の保育料が月額６万円であった場合，あなたはこの保育園を利用しま
すか。
１ 利用する（最高いくらまで支払いますか 円）
２ 利用しない→付問２へ

付問２ それでは，保育料月額５万円ならこの保育園を利用しますか？
１ 利用する ２ 利用しない

付問３ それでは，保育料月額２万円ならこの保育園を利用しますか？
１ 利用する→付問４へ ２ 利用しない→付問５へ

付問４ それでは，保育料月額３万円ならこの保育園を利用しますか？
１ 利用する ２ 利用しない

付問５ それでは，保育料月額5000円ならこの保育園を利用しますか？
１ 利用する→付問６へ
２ 利用しない（最高いくらまでなら支払いますか 円）
付問６ それでは，保育料月額１万円ならこの保育園を利用しますか？
１ 利用する ２ 利用しない

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

６万円？

２万円？

４万円？

［５万円以上６万円未満確定］

［４万円以上５万円未満確定］

［３万円以上４万円未満確定］

［２万円以上３万円未満確定］

１万円以下？

いくらまで？［５千円以下またはそれ以下］

Yes

No

［１万円以上２万円未満確定］

［５千円以上１万円未満確定］

いくらまで？［６万円またはそれ以上確定］

５万円？

３万円？

５万円？

補論２図１ 樹形図
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WTPの推計では回答者の間接効用関数から推定モデルを導出するのが一般的である（栗山
（1997），寺脇（［2002］）。回答者の間接効用関数 Vが以下のように観察可能な部分 Wと観察不
可能な部分 εに分かれると仮定し，次のように設定する。

V（s, yi; xi）＝ W（s , yi; xi）+εs
i for s＝0, 1� （1）

s＝０は認証保育所のサービス s0を受けていない場合，s＝１は認証保育所のサービス s1（>s0）
を受けている場合である。yiは回答者 iの所得，xiは回答者 iの属性ベクトル，εs

iはガンベル
分布（第一種二重指数分布）をとる互いに独立で同一の分布に従う誤差項を表している。そこ
で，回答者に s0から s1に増加する状況を想定し，認証保育所のサービスに対して，提示 Biを
支払ってもよいのかどうかをたずねたとする。回答者 iは次式で表される効用の大小関係
V（1, yi－Bi; xi）> V（0, yi; xi）が成立すれば，YESと答えることとなる。

回答者が YESと答える確率は，

1

1 0

0

  Pr［YES］=Pr［V（1, yi－Bi ; xi）＞V（0, yi ; xi）］
=Pr［W（1, yi－Bi ; xi）＋εi ＞W（0, yi ; xi）＋εi ］
=Pr［ΔWi＞εi －εi ］（ただし，ΔWi＝W（1, yi－Bi ; xi）－W（0, yi ; xi））

ガンベル分布の分布関数 exp［exp（－η）］を用いて展開すると，

Pr［YES］＝1−F（−ΔWi）� （2）

となる20）。NOと答える確率 Pr［NO］＝ F（－ΔWi）。ただし－ΔWiは観測可能な効用関数の差，
Fは YESと答えた人の分布関数である。ここで Fが標準ロジスティック分布に従うと仮定す
ると，（2）式は次式の通りになる。

Pr［YES］=［1+e−Δw］−1� （3）

ΔWiは次のように設定される。

ΔWi＝a＋blog（B＋cxi）� （4）

ここで，所得 yiは属性ベクトル xiの中に含められている。aは定数項，bは log（B＋cxi）の係
数，cは xiの係数を表している。提示額 B（WTP）は正であるとし，対数が取られている。この
定式化により，WTPは対数ロジスティック分布をすることが仮定されている。（4）式から係
数を条件付けた各回答者の尤度が得られるので，それらを掛け合わせたものを対数変換して対
数尤度関数を作り，最尤法によって係数の推定を行う。θ＝（a, b, c）とすると，対数尤度関数
L（θ）は次のように表せる。

i=1

N

lnL（θ）＝∑（di
YY  ln PYY + di

YNY  ln PYNY + di
YNY  ln PNYY + di

YNY  ln PNYN + di
NN  ln PNN）

Yは YESの時，Nは NOの時を示している。最尤推定量θは ∂nL（θ）/∂θ＝0の解となって
いる。dYYは，４万円の提示に対して YES，６万円の提示に対して YESと答えた者のダミー変

20） 詳細な式の展開については，寺脇 （2002），伊藤ほか（2003）を参照。
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数，PYYはその時の確率である。dYNYは，４万円の提示に対して YES，６万円の提示に対して
NO，５万円の提示に対して YESと答えた者のダミー変数であり，以下同様である。ここで，
平均値は（4）式を別途記入式で回答された最低額（５千円以下の場合の回答額）から最高額
（６万円以上の場合の回答額）まで積分することによって計算される。中央値はロジスティッ
ク分布を仮定しているので，exp（a/b）で計算される。

推計結果
推定結果は，各児童年齢別の推定結果が，補論２図２に示されている通りである。各パラ
メータ（A0，B0）は，（4）式の a, bに対応している。

０歳 １歳 

補論２図２ 児童年齢別の需要曲線とその推定結果



財源不足下でも待機児童解消と弱者支援が両立可能な保育制度改革～制度設計とマイクロ・シミュレーション（鈴木）

265

４歳 ５歳 

２歳 ３歳 
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６歳 

補論３ 潜在的保育士アンケートの調査結果概要（株式会社パソナ調査分）について

（１）調査実施日……平成20年９月18日～９月30日
 （２） 調査対象……株式会社パソナに登録する派遣労働者で，保育士資格を持っていながら，

保育所に勤務していない人々。
 （３） 調査方法……対象者に対して，電子メールを配信し，アンケートサイト（クローズド）

上のアンケート調査票への回答を依頼した。配信数1056に対して，回答323サンプルを
得た。分析は，そのうち，保育士資格及び資格要件を持つ319サンプルに対して行なっ
た。就労する場合の条件については，仮想市場法（CVM: Contingent Valuation Method）
による調査を行なった。

（４）調査概要……鈴木（2008c）
（５）調査票……仮想市場法部分について（非常勤の場合）

問１ 今，ご自宅から30分以内にある保育所（東京都の認証保育所程度の基準を満たした保育
所）で非正職員の保育士（臨時保育士やパートタイム保育士など，正職員ではない保育士）の
募集があったとします。時給1000円が提示された場合，あなたはこの保育所に応募しますか。
当てはまる番号に○をつけて，指示のある問をお答えください。
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１．働く⇒問２へ ２．働かない⇒問４へ
３．時給がいくらであっても，臨時保育士やパートタイム保育士は希望しない⇒問６へ

問２ それでは，時給800円ならば働きますか
１．働く⇒それでは最低いくら以上ならば働きますか？（時給 円）⇒記入後問６へ
２．働かない⇒問３へ

問３ それでは，時給900円ならば働きますか
１．働く⇒問６へ ２．働かない⇒問６へ

問４ それでは，時給1200円ならば働きますか
１．働く⇒問５へ
２．働かない⇒最低いくら以上ならば働きますか？（時給 円）⇒記入後問６へ

問５ それでは，時給1100円ならば働きますか
１．働く⇒問６へ
２．働かない⇒問６へ

補論４ 潜在的保育士アンケートの調査結果概要（NPOポピンズ調査分）について

 （１） 調査実施日……第１回：平成20年６月７，８日，第２回：平成20年７月８日，第３回：
平成20年８月３日

 （２） 調査対象……NPO法人ポピンズが主催した潜在的保育士を対象にした研修会に参加し
た人々。

 （３） 調査方法……第１回から３回までの研修会において，対象者に対して，アンケート回答
を依頼，BOXを設置して，研修終了後に回収した。回収数及び配布数（研修参加者数）
は，第１回：回収80通（配布84通），第２回40通（43通），第３回34通（36通）で，合計
154通（163通）。分析は，そのうち，保育士資格及び資格要件を持つ135サンプルに対し
て行なった。就労する場合の条件については，仮想市場法（CVM: Contingent Valuation 
Method）による調査を行なった。

（４）調査概要……鈴木（2008b）
（５）調査票……補論４と同様。


